
令和８年第３回岩国市議会定例会会期日程 

目 次 月  日 曜 開 議 備         考 

第 １ ６月 ５日 金 本会議 開会 議案等上程 説明 質疑 委員会付託 

第 ２ ６月 ６日 ㊏   

第 ３ ６月 ７日 ㊐        

第 ４ ６月 ８日 月       ＊一般質問通告受付  ８時３０分 

第 ５ ６月 ９日 火       ＊一般質問通告締切  正午 

第 ６ ６月１０日 水   

第 ７ ６月１１日 木  休 会 

第 ８ ６月１２日 金   

第 ９ ６月１３日 ㊏   

第１０ ６月１４日 ㊐   

第１１ ６月１５日 月   

第１２ ６月１６日 火 本会議 一般質問 

第１３ ６月１７日 水 本会議 一般質問 

第１４ ６月１８日 木 本会議 一般質問 

第１５ ６月１９日 金 本会議 一般質問 

第１６ ６月２０日 ㊏       

第１７ ６月２１日 ㊐      休 会 

第１８ ６月２２日 月  
１０時 経 済 常 任 委 員 会 

１３時 教育民生常任委員会 

第１９ ６月２３日 火  
１０時 建 設 常 任 委 員 会 

１３時 総 務 常 任 委 員 会 

第２０ ６月２４日 水   

第２１ ６月２５日 木       

第２２ ６月２６日 金 本会議 委員長報告 質疑 討論 採決 閉会 

 

  



令和８年第３回岩国市議会定例会議事日程（第１号） 

令和８年６月５日（金曜日）午前１０時開議 

日 程 件                  名 備 考 

第 １ 会議録署名議員の指名  

第 ２ 会期の決定  

第 ３ 諸般の報告 議長会関係の諸報告について  

第 ４ 

監査報告第７号 令和７年度第３回定期監査及び行政監査の結果に関する報告につい

て 

 

監査報告第８号 例月出納検査の結果に関する報告について 

監査報告第９号 令和７年度第４回定期監査及び行政監査の結果に関する報告につい

て 

監査報告第１０号 例月出納検査の結果に関する報告について 

監査報告第１１号 例月出納検査の結果に関する報告について 

第 ５ 報告第 ４号 令和７年度岩国市一般会計予算繰越明許費の繰越しの報告について  

第 ６ 報告第 ５号 令和７年度岩国市水道事業会計予算の予算繰越しの報告について  

第 ７ 報告第 ６号 令和７年度岩国市下水道事業会計予算の予算繰越しの報告について  

第 ８ 報告第 ７号 岩国市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認について  

第 ９ 報告第 ８号 公用車の事故に関する専決処分の報告について  

第１０ 報告第 ９号 市道における事故に関する専決処分の報告について  

第１１ 
議案第６０号 岩国市監査委員の選任につき、議会の同意を得るについて 

 
議案第６１号 岩国市監査委員の選任につき、議会の同意を得るについて 

第１２ 議案第６２号 岩国市公平委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについて  

第１３ 議案第６３号 岩国市教育委員会の委員の任命につき、議会の同意を得るについて  

第１４ 議案第６４号 岩国市税条例の一部を改正する条例  

第１５ 議案第６５号 岩国市印鑑条例の一部を改正する条例  

第１６ 
議案第６６号 岩国市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する

条例の一部を改正する条例 

 

第１７ 議案第６７号 岩国市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例  

第１８ 議案第６８号 字の区域の変更について  

第１９ 議案第６９号 岩国市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例  

第２０ 議案第７０号 令和８年度岩国市一般会計補正予算（第１号）  

第２１ 議案第７１号 令和８年度岩国市介護保険特別会計補正予算（第１号）  

第２２ 議案第７２号 ノートパソコンの買入れについて  

 

  



【市議会の傍聴】 

市議会では、市民の皆様の暮らしに関係する重要な事柄が審議されます。 

傍聴は、市議会活動に触れることのできる身近な方法です。 

本会議、常任委員会、特別委員会は、どなたでも傍聴できます。 

 

●本会議の傍聴 

定員は66人です。 

傍聴券は、本会議の開かれる日に、議場入口の傍聴受付で先着順に交付します。なお、傍聴

券には、住所・氏名を記入してください。 

傍聴席への入場ができない場合は、市役所６階の傍聴受付横のモニターでの視聴をお願いし

ます。 

本会議は、ケーブルテレビ「アイ・キャン」で放映されます。 

 

●委員会の傍聴 

定員は、常任委員会、特別委員会それぞれ７人です。 

傍聴券は、委員会の開かれる日に、議会事務局の傍聴受付で交付します。 

委員会の開会10分前までに、傍聴の申込者が定員を超えた場合は、抽選により決定します。 

 


